
【返戻金制度について】 

 

応募者が業務開始後、明らかに当該応募者の責による解雇もしくは契約解除、または
当該応募者が自己都合によって退職または契約解除した場合に返金が発生します。 

① 業務開始日から起算して 1 ヶ月未満 コンサルティングフィーの 80%相当額 

② 業務開始日から起算して 2 ヶ月未満 コンサルティングフィーの 50％相当額 

③ 業務開始日から起算して 3 ヶ月未満 コンサルティングフィーの 20%相当額 
 

事業所の名称及び所在地 

       東京都渋谷区恵比寿南 1-5-5 JR 恵比寿ビル 7F                 

    愛知県名古屋市中区栄 3-7-13 コスモ栄ビル 6F                 

    大阪府大阪市北区堂山町 1-5 三共梅田ビル 3F                 

    広島県広島市中区本通 7-29 アイビービル 6F                 

    福岡県福岡市中央区天神 2-3-2 天神アイエスビル 3F              
 


